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≪Ⅲ．投入量≫
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13 総コスト(ｃ)=(a)+(ｂ) 千円 0 2,992,597 3,279,371 3,512,665

人件費  （ｂ） 千円 0 5,740 5,740 5,670

その他（介護保険料） 千円 1,493,428 1,636,816

市債 千円

1,753,497

財
源
内
訳

国・府支出金 千円 1,120,071 1,227,611 1,315,123

受益者負担金(使用料、手数料等）　 千円

千円

千円

主
な
事
業
費
内
訳

介護予防・生活支援サービス事業費 千円 2,986,857

千円

3,273,631 3,506,995

直接実施以外の主な支出先 大阪府国民健康保険団体連合会

事
業
コ
ス
ト
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項　　　目 単位 H28年度決算

事
業
概
要

H29年度決算 H30年度決算 R1年度予算

事業費  (a) 千円 0 2,986,857 3,273,631 3,506,995

一般財源 千円 373,358 409,204 438,375

8
事業の目的
（どのような状況にしたい
のか）

高齢者ができる限り自立した生活を送れるよう、対象者の心身状態の維持改善を図ることを目的とする。

9

事業内容
（スケジュール、実施方
法・手段、事業ボリューム
など）

指定事業者、委託事業者または直接実施により、次の事業を行う。
①介護予防訪問サービス・・・ホームヘルパーによる身体介護、生活援助を実施
②担い手登録型訪問サービス・・・市指定の研修受講者による生活援助を実施
③介護予防通所サービス・・・専門職によるデイサービスを実施
④担い手登録型通所サービス・・・専門職が不要なデイサービスを実施
⑤短期集中通所サービス・・・機能訓練に特化したデイサービスを実施
⑥介護予防ケアマネジメント・・・ケアプランの作成
⑦生活管理指導短期入所（ダブルケア）・・・年間7日程度（ダブルケアの方は30日程度）ショートステイを実施
⑧高額介護予防サービス費相当事業・・・自己負担が一定額を超えた場合、超えた額を支給

直接実施 指定管理 委託 補助金 負担金 その他 （指定事業者）

市外郭団体

地域団体・市民 民間企業・ＮＰＯ その他 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

7
事業の対象
（誰を、何を対象としている
のか）

要支援者及び基本チェックリスト該当者

5 事業実施の経緯
介護保険法改正により、要支援者の訪問介護と通所介護が介護保険給付から市町村事業へ移行されたことに伴
い、平成29年度から事業実施。

6
事業の実施主体
（誰が実施しているの
か。）

本庁 各区 出先機関 （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

担当部署名 健康福祉 長寿社会 地域包括ケア推進 評価責任者（課長名） 阿加井

基
本
情
報

1
堺市マスタープランの政策体
系に基づく事業の位置付け

政策 1 暮らしの確かな安全・安心を確保します

事業開始年度 平成 29 年度

3 根拠法令等
（法令、条例、規則、要綱等）

介護保険法

4 関連計画 堺市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画（平成30(2018)～32(2020)年度）

令和元年度　事務事業総点検シート（１）

[ 平成３０年度事務事業 ]
特別会計 事務事業分類 B　法定義務等事業

事務事業名 介護予防・生活支援サービス事業 シート番号 11-091

基礎点検

終了（予定）年度 ─ 年度

後期実施計画
の位置付け

施策 2 地域全体で支える福祉の仕組みづくり 無


